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第
六
号 

  

総
務
部
に
国
立
国
会
図
書
館
月
報
編
集
員
、
同
書
評
員
及
び
同
取
材
員
を
置

く
の
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
三
十
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

総
務
部
総
務
課
長
の
命
を
受
け
て
国
立
国
会
図
書
館
月
報
（
以
下
「
月

報
」
と
い
う
。
）
の
編
集
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
総
務
部
総
務

課
に
、
国
立
国
会
図
書
館
月
報
編
集
員
（
以
下
「
編
集
員
」
と
い
う
。
）
、

国
立
国
会
図
書
館
月
報
書
評
員
（
以
下
「
書
評
員
」
と
い
う
。
）
及
び
国
立

国
会
図
書
館
月
報
取
材
員
（
以
下
「
取
材
員
」
と
い
う
。
）
そ
れ
ぞ
れ
若
干

人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

編
集
員
、
書
評
員
及
び
取
材
員
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
館
長
が
命
ず
る
。 

３ 

編
集
員
は
、
月
報
の
企
画
、
割
付
、
原
稿
の
加
筆
訂
正
等
の
業
務
を
行
な

う
。 

４ 

書
評
員
は
、
書
評
欄
に
採
録
す
べ
き
図
書
、
書
評
主
題
、
執
筆
者
の
選
定

等
書
評
に
関
す
る
業
務
を
行
な
う
。 

５ 

取
材
員
は
、
月
報
の
取
材
、
取
材
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
取
材
原
稿

の
と
り
ま
と
め
に
関
す
る
業
務
を
行
な
う
。 

６ 

月
報
の
編
集
に
関
す
る
業
務
を
行
な
う
た
め
、
編
集
員
並
び
に
書
評
員
及

び
取
材
員
そ
れ
ぞ
れ
若
干
人
で
国
立
国
会
図
書
館
月
報
編
集
会
議
（
以
下

「
編
集
会
議
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
。 

７ 

編
集
会
議
は
、
総
務
部
総
務
課
長
が
主
宰
す
る
。 

８ 

月
報
の
企
画
に
関
し
専
門
的
見
地
か
ら
助
言
さ
せ
る
た
め
、
国
立
国
会
図

書
館
に
、
国
立
国
会
図
書
館
月
報
企
画
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
を
置
く
。 

９ 

委
員
会
の
委
員
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
館
長
が
命
ず
る
。 

10 

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。 

11 

委
員
長
は
、
会
務
を
掌
理
す
る
。 

12 

編
集
員
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
、
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

13 

編
集
会
議
及
び
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
総
務
課
で
行
う
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
三
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


